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2　飼料の利用性について

対照区に比較し，試験Ⅰ区では，ほとんど差が認め

られなかったが，試験Ⅲ区では，対照区，試験Ⅰ区の

両区より低い数値を示した，すなわち，試験甘区では

飼料要求率が低く良好であるが，発育の面で問題がみ

られる。また，試験」区の場合でも，対照区より若干

であるが，飼料要求率が低下する憤向にあるので，今

後，更に例数を重ね検討する必要があると思われる。

5　屠体に及ぼす影響について

屠肉歩留，屠体長，ロースの長さについては，大差

が認められなかったが，P一スの太さ，ハムの割合に

ついては，試験Ⅰ区が．対照区，試験汀区の両区より

小さい数値を示した。このことは，これら各区の給餌

方法の差異により生じたものとは思われないが，この

点についても例数が少ないので今後更に検討する必要
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があると思われる。背脂肪の厚さについては，各区と

も2．dmlと薄く良好であった。

以上のことから，肥育豚の間欠給与法は，現在不断

給与で問題とされている厚脂防止効果及び飼料消費量

の増加に伴う飼料要求率の増大を防止できるとともに，

枝肉格付の上物率を増加させ所得の向上に大きな効果

があると思われる。8日間不断給与，次の1日断餌す

る飼育形態は，ほぼ全期不断給与方法と同じ発育を示

し，飼料消費量が少なく，飼料要求率が低くなる傾向

にあるので，飼料の値上がりの激しい現状では有効な

飼育形態であると思われる。しかし2日連続断餌の場

合は．飼料要求率は低く良好であるが，発育の面で多

くの問題がみられるので，今後断餌間隔，断餌開始体

重，不断給餌器の改善等について，更に検討を加える

必要があると思われる。

寒冷地における豚舎汚水の土壌処理に関する試験

佐藤　島夫・嵯峨　久光・月沢　雄一
（秋田県畜産試験場）

1　ま　え　が　き

寒冷地における汚水処理の研究は非常に少なく，積

雪寒冷地帯では，一般に汚水温が低いので畜舎汚水の

みならず有税汚水全般の微生物処理技術は未開発の現

況下にある。そこでこれらの問題を究明するため，陳

150頭分の処理能力を有する試作用の毛管浄化装置

（放流式）を設置し，この装置の浄化能力について，

昭和48年10月下旬から，48年5月までの1°ヵ月

間にわたり月平均2．8回の汚水を採取し，分析した調

査結果を報告する。

2　試　験　方　法

糞と尿は豚房内で分離し，汚水のみを浄化装置へ流

入，沈澱分離糟の汚泥は，10日に1回，5～10分

間，汚水ポソプを作動し，濃縮汚泥処理装置へ圧送す

る。汚水の採敢時間と採取量は，毎週金曜日午前9時

～9時20分の間に各槽ごとに1，000mβずつ採取し，

汚水温と透視度の測定は採取時に行った。汚水の分析

は県公害技術センターで行った。

浄化装置の各樽の名称は次のとおりである。

Nnl：沈澱分離糟．Nh2：接触濾過楢，NqS：第

5次処理槽（処理槽の深さ70の方），‰4：第5次処

理槽（処理槽の深さ100とⅦ）。

各豚舎ごとの配置図及び汚水浄化処理施設の平面図

は第1図に示すように，また沈澱分離措，接触濾過槽

及び第5次処理槽の断面図は，第2，5回に示すとお

りである。

収容頭数184頭

第1図　各豚舎ごとの配置図及び削ヒ処理施設
平面図
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第2図　沈澱分離槽及び接触濾過糟の断面図

第5図　第5次処理槽断面図

5　試　験　結　果

汚水分析値及び浄化効率については第1表に示すよ

うに，昭和48年10月から48年5月までの調査期間

を2区分し，昭和48年10月25日から47年9月29

日までの期間は降雨水の流入しない区，47年10月7

第1表　汚水分析値及び浄化効率

日から48年5月2日までの期間は降雨の際に種雄豚

舎のノミド，ク及び星根の雨水が浄化装置へ流入した区

である。また汚水温については．沈澱分離槽入口で測

定した水温で，15℃以上の区と14℃以下の区，5℃

以下については，4℃以下の低温で好気性微生物の繁

殖及び有機物の化学的分解が著しく低下するとい■ぅ実

験的な報告があるので，その浄化効率について検討す

るため，5区分とした。豚飼養頚数は月初めの頭数で，

生体‘0毎換算で，160－167頭，総平均185頭である。

透視産は，汚水の総合的汚濁度を示す1つの資料で

あるが，50度で無色透明である。この調査期間にお

ける処理水（放流水）は，Nn5川14でそれぞれ2占．5

度，28．8度でほとんど透明に近い水質であった。浄化

装置へ降雨水が流入した場合は，特に処理能力以上の

雨水が一時的に浄化槽へ流入すると，著しく透視度が

低下した。汚水温の比較では各区に著しい差は認めら

れなかった。

15℃以上の汚水温区では若干低下しているが，8

月末から10月にかけての集中的な雷雨により，多量

の降雨水が流入したためである。
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pHについては．処理水が‘．0－6．9の範周内であり，

飲料水基準では5．8－8．6であるので問題視すること

はなかった。ただしNE4の分解（除去率）が高まる

につれて酸性に傾いた。

yE4は稔平均で‰1が544ppmであり，‰5．‰

4の除去率はそれぞれ80％．85％であった。また

降雨水の流入による比較では，軋4の除去率は，4占

年10月から47年9月までの期間が88％であり，47

年10月から48年5月までの期間が75％で，降雨水

が浄化装置へ流入すると著しく低下した。このことは

浄化渾溜時間と関連があり，この装置の滞溜時間は，

およそ24時間であるが，一時的に処理限界能力以上
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の雨水が浄化装置へ流入すると，渾溜時間が著しく短

縮されるためである。また汚水温による差は認められ

なかった。

BOI）及びSSの浄化曲線については，第4回に示す

ように，浄化曲線の変動はわずかにみられるが，総体

的にBOI）では，Nnlがおよそ750ppmで，第5次処

理槽（Nn5，‰4の平均値）の放流水は20ppm以内

であり，またSSでは．NGlが凡そ250ppmで，放流

水（‰5，‰4の平均値）は5Dppm以内であった。

県公害防止条例の水質汚濁防止法に関する規制では，

BO］）の排出基準は，第1種水域5Dppm，第2種水

域dOppm，第5種水域120ppmで．SSの排出基準

は，第1種水域70ppm，第2種水域120ppm，第5

種水域200ppmである。したがってこの浄化曲線は，

第1種水域の排出基準よりも極めて低く，ほとんど問

題のない放流水質である。

BOI），SSの汚水分析値及び浄化効率について示す

と，第2表のとおり，BO工）は総平均値で785．8ppmで．

軋5，‰4のそれぞれは24．dppm．15．8ppmであり，

その除去率はそれぞれ97％，98％で極めて浄化効

率が良く，ほとんど除去されていることが推察される。

降雨水の流入の有無の比較では，帖4の除去率につい

てみると．それぞれ97％，98％でほとんど差は認め

られなかった。また汚水温についても同様であった。

SSは総平均でNnlが248．5ppmで，NqS．Nn4の

第2表　汚水分析値及び浄化効率

除去率はそれぞれ95％．92％であり，降雨水の流入

の有無では，m4の除去率は，それぞれ85％，95％

で降雨水が流入すると著しく低下した。汚水温では著

しい差は認められなかったが．低温になるに従い浄化

効率が低下する慎向にあった。すなわち，15℃以上，

14℃以下，5℃以下の各区における‰4の除去率は

それぞれ94％，92％，91％であった。
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第4図　BOI）及びSSの浄化曲線

区　　　 分

B O I） S S

陀L l N n S 除 去 率 No．4 除 去 率 Nn l 沌1 5 除 去 率 Nn 4 除 去 率

4 8．1 0．2 5　才

4 工 具 29

p p m p p m ％ p p m ％ p p m p p m ％ p p m ％

9 1 7 8 2 8．7 9 7 1 5．4 9 8 2 8 R 7 1 4 ．5 9 5 1 5．8 9 5

4 7こ10． 7　才

4 8． 5． 2

4 4 0．0 1 5．8 9 8 1 4．7 9 7 1 8 8．0 2 1．8 8 7 2 8．d 8 5

総　 平　 均 7 8 5．8 2 4．6 9 7 1 5．8 9 8 2 4 8 ．5 1 8．7 9 5 1 鼠0 9 2

1 5 ℃ 以 上

（汚 水 温 ）
7 8 8．8 1 4．7 9 7 1 1．7 9 8 5 7 （～．8 1 ス8 9 4 2 5．4 9 4

1 4 ℃ 以 下

（ 〝 ）
7 d 4．9 2 2．0 9 7 1 4．d 9 8 2 0 2．9 1 8．5 9 2 1 ヱ2 9 2

5 ℃ 以 下

（ 〝 ）
5 7 8．2 1 2．4 9 8 鼠0 9 8 1 9 4．8 1 8．7 9 1 1 占．2 9 1



一178－　　　　　　　　　　　東北農　業研究　第17号　（1975）

4　摘　　　　　要

以上の中間成績の結果を要約すると，土壌式汚水浄

化装置の浄化能力は，前述の調査項目において極めて

効率が良く，特に水質汚濁防止法で規制されている

BOI），SSの浄化効率は，処理水で50ppm以下とい

う水質で，また汚水温差による著しい変化は認められ

ず，浄化水質も無色透明に近い透視度でほとんど無臭

であった。なお処理能力限界以上の汚水又は降雨水や

融雪水が浄化装置へ流入すると，yH4，SSの浄化機

能の低下が認められた。

酪農の規模拡大とその問題点

門　間　敏　幸

（東北農業試験場）

1　ま　え　が　き

第1国に示すように我が国の酪農は．用布59年ま

では飼養戸数・飼養頭数ともほぼ比例的な増加幌向を

示した。40年以降，飼養頭数は．これまでとほぼ同

じ割合で増加したが，飼着戸数は激減した。これは多

頭化の進展を示すものであり，45年までこの傾向が

継続する。しかし，45年以降，飼養頭数も減少憤向

を示すようになる。このことは，これまで経済の高度

成長に伴う食料消費構造の高度化・多様化による需要

の伸長に支えられ順調に展開してきた我が国の酪農が，

これまでのような購入飼料に依存した労働集約的な小

規模飼養経営を新たな経営へ転換すべき時期にさしか

かっていることを示している。
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第1図　乳牛飼巷戸数・飼養頭数の変遷

（全国）

現在の社会情勢からみて今後その発展が期待される

のは，豊富な草資源に支えられた草地型酪農経営であ

ろう。更に土地・労働力の合理的利用の視点から，酪

農複合経営も我が国酪農の今後の展開の中で重要な役

割を果たすであろう。

以上のような観点から本報告では，岩手県二戸市に

おける調査事例をもとに酪農経営の規模拡大の方向及

び問題点を考察した。

2　土地面積不定線形計画法による規模拡

大の可能性とその問題点の分析

24戸の農家経営調査結果を基礎に「多頭飼着＋水

稲（自給用）」，「野菜＋水稲（自給用）十少頭飼着」

の2つの類型を想定し，規模別経営類型を土地面環不

定線形計画法を用いて導き．酪農の規模拡大の可能性

及びその問題点の分析を行った。

1「多頭飼茸＋水稲（自給用）」

耕地面積が5．5ha段階まではいずれの耕地規模にお

いても水稲を作付制限一杯まで作付し，乳牛部門と組

み合わせた経営が有利である（第1表）。乳牛の飼着

頭数は．5．5haの8．2頭までは順調な伸びを示すが，

その後は労働に関する制約が作用し減少する。5．5ha

以上になると水稲・乳牛のいずれも縮小し，これらの

作目に代わって労働粗放的な作目である単作ダイズ，

ソバの作付が大きく増加する。収益は意外に伸びず，

この経常類型で得られる最高の比例利益は115．5万円

で所得は8占．2万円である。雇用労働は5．5ha以上では

すべての類型で制限一杯の50人すべてが使用される。

特に5月中旬，‘月下旬，7月上旬にかなり多く導入

される。余剰家族労働は．酪農部門を除いた他の経営

類型の試算結果と比較しかなり低い億を示す。このこ

とは酪農部門の導入により年間の合理的な労働力の利

用が実現されたことを示す。

この演算結果と他の経営類型の演算結果を比較して

いえることは∴耕地面若が2．Oha段階までは，他の収益


